
証券コード　8135

2020年６月10日

株 主 各 位
大阪市天王寺区烏ヶ１丁目２番16号

代表取締役社長 渡 辺 裕 之

第71回 定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第71回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

　日本政府による緊急事態宣言は解除されたものの、現在は新型コロナウイルス感染拡大

を完全に封じ込めるための極めて重要な局面を迎えております。このような状況を鑑み、

当社にて慎重に検討いたしました結果、本株主総会につきましては、開催規模を大幅に縮

小のうえ、適切な感染防止策を実施し開催することを決定いたしました。

　株主様におかれましては、上記をご了承いただきましたうえで、本株主総会につきまし

ては、極力書面により事前の議決権行使を実施いただき、株主様の健康状態にかかわらず、

株主総会当日のご来場をお控えいただきますよう強くお願い申しあげます。

　事前の議決権行使につきましては、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のう

え、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年６月24日(水曜

日)午後５時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

１．日 時 2020年６月25日(木曜日)午前10時

２．場 所 大阪市天王寺区烏ヶ１丁目２番16号

当社本社２階(ＪＲ西日本大阪環状線桃谷駅下車西へ第二大阪警察

病院手前南)(後記案内図をご参照ください。)

(注)本年は、感染拡大防止のため、座席の間隔を拡げることから、

ご用意できる席数が例年より大幅に減少いたします。

そのため、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がご

ざいます。予めご了承のほど、よろしくお願い申しあげます。
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３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第71期(2019年４月１日から2020年３月31日まで)事業報告の内

容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連

結計算書類監査結果報告の件

２．第71期(2019年４月１日から2020年３月31日まで)計算書類の内容

報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)７名選任の件

第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件

第４号議案 補欠の監査等委員である取締役２名選任の件

第５号議案 役員賞与支給の件

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください

ますようお願い申しあげます。

〈株主様へのお願い〉

・株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等によりましては、対応を変更させ
ていただく場合がございます。インターネット上の当社ウェブサイト(アドレス
https://zett.jp/)より発信情報をご確認くださいますよう、併せてお願い申しあげます。

・ご来場の株主様は、マスクのご持参及び着用をお願い申しあげます。また、会場受付付近
で、株主様のためのアルコール消毒液を設置いたしますので、入場前にご使用ください。

・会場入口付近で検温を実施させていただき、発熱があると認められる株主様、体調不良と思
われる株主様、海外より帰国されてから14日間が経過していない株主様は、入場をお断り
し、お帰りいただく場合がございます。なお、海外より帰国されてから14日間が経過してい
ない株主様は、必ず受付にてお申し出いただきますようお願い申しあげます。

・特に、体調がすぐれない方、ご高齢の方、基礎疾患をお持ちの方、妊娠されている方におか
れましては、当日のご来場をお控えいただきますようお願い申しあげます。

・株主総会の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用にて応対をさせてい
ただきます。また、当社役員につきましても、感染拡大リスクの低減及び会社の事業継続と
いう観点から、株主総会当日の健康状態にかかわらず、マスク着用等の対策を取らせていた
だく可能性がございます。

・本総会におきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催時間を短縮する観点
から、議場における報告事項(監査報告を含みます。)及び議案の詳細な説明は省略させてい
ただきます。ご来場される株主様におかれましては、事前に本招集ご通知にお目通しいただ
きますようお願い申しあげます。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、

インターネット上の当社ウェブサイト(アドレス　https://zett.jp/)に掲載させていた

だきます。
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添付書類

事　 業　 報　 告

( 2019年４月１日から
2020年３月31日まで )

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境

の改善が続き、緩やかな回復基調が続きました。一方、消費増税によ

る個人消費の低迷や米中通商問題の動向に加え、新型コロナウイルス

感染拡大により、先行きは不透明な状況が続いております。

　当スポーツ用品業界におきましては、健康志向の高まりに加え、ラ

グビーワールドカップ日本大会の開催や日本代表の活躍等により盛り

上がりを見せ、堅調に推移しておりましたが、第４四半期連結会計期

間においては、新型コロナウイルス感染拡大の影響により各種スポー

ツイベントが中止される等急速に減速いたしました。

　このような状況の中で当社グループは、「成長戦略」として①自社

品事業の強化、②アスレチックビジネスの深化、③ライフスタイルビ

ジネスの進化、④主力ブランドの再強化、⑤ＥＣ市場での多面的対応、

⑥新事業・新商品・特に新規販路・新サービスの開発とチャレンジに

取り組み、「構造改革」として①利益率の向上、②経営の生産性の向

上、③物流改革に取り組みました。また、「体質強化」として①人財

と組織の活性化、②グループの一体化に取り組みました。この方針の

もとグループ各社一丸となり、企業価値向上並びに業績向上に努めま

したが、新型コロナウイルス感染拡大の影響等により、当連結会計年

度の売上高は41,854百万円(前期比1.2％減)、営業利益は334百万円(前

期比40.4％減)、経常利益は400百万円(前期比38.5％減)、親会社株主

に帰属する当期純利益は209百万円(前期比70.6％減)となりました。

　当社グループにおける部門別の業績は次のとおりであります。
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【卸売部門】

　卸売部門は、「アスレチックス」マーケットにおいては、上期ま
では堅調に推移しておりましたが、消費増税や異常気象による個人
消費の低迷により、低調に推移いたしました。また、第４四半期会
計期間における新型コロナウイルス感染拡大防止による各種スポー
ツイベントの中止、臨時休校や部活動の自粛により販売活動が制限
され、総じて低調に推移いたしました。
　「ライフスタイル」マーケットにおいては、アウトドア用品は、
人気の高まりが続いており好調に推移し、また、取扱いブランドの
増加や販路拡大等により、カジュアルウェアやカジュアルシューズ
も堅調に推移いたしました。
　「ボディケア」マーケットにおいては、低調に推移いたしました。
また、ライセンスビジネスは引き続き堅調に推移し、指定管理事業
も新たな体育施設等の指定管理者に選定される等、堅調に推移いた
しました。
　この結果、売上高は40,070百万円(前期比1.1％減)となりました。

【製造部門】
　製造部門は、収益力の高い企業体質を構築し、企業価値向上に努
めました。野球・ソフトボール用品においては、オーダーグラブが
引き続き堅調に推移いたしました。また、キャッチャー用防具やユ
ニフォーム昇華プリントが高評価を得ましたが、新型コロナウイル
ス感染拡大により海外で生産される商品の入荷遅延が発生する等、
低調に推移いたしました。「コンバース」ブランドのバスケットボ
ール用品は、ホームページをリニューアルする等販促活動に努めま
したが、総じて低調に推移いたしました。
　この結果、売上高は281百万円(前期比19.5%減)となりました。
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【小売部門】

　小売部門は、2019年12月のロッジ大阪店の移転に伴い、店頭にお

ける取扱商品を拡充し来店者増加に努めましたが、秋以降は例年よ

り気温が高く推移し、また、第４四半期会計期間においては、新型

コロナウイルス感染拡大による来店者の大幅減少等により、低調に

推移いたしました。一方、登山用品ＥＣサイト「ロッジ ＰＲＥＭＩ

ＵＭ ＳＨＯＰ」は、堅調に推移いたしました。

　この結果、売上高は447百万円(前期比1.4％増)となりました。

【その他部門】

　物流部門は、前期からの外部受託業務における取扱いの増加によ

り、堅調に推移いたしました。

　スポーツ施設運営部門は、プログラムの充実やトレーニングマシ

ーンの導入による顧客満足度向上に努めましたが、近隣の競合店と

の競争激化が続いております中、第４四半期会計期間においては、

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う施設利用の制限や、休会者

が増加したことにより、低調に推移いたしました。

　この結果、売上高は1,054百万円(前期比1.1％増)となりました。
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＜ご参考＞当社(個別)における事業・用品別の概況は次のとおりであります。

事 業 ・ 用 品 別 金 額 構 成 比 伸 率

百万円 ％ ％

ア ス レ チ ッ ク ス 28,163 70.3 △5.6

野 球 ・ ソ フ ト ボ ー ル 8,187 20.4 △3.1

サッカー・フットサル 4,388 10.9 △12.4

テニス・バドミントン 4,277 10.7 △0.2

競 技 ウ ェ ア 2,790 7.0 △4.6

学 校 体 育 ・ 競 技 器 具 2,564 6.4 1.3

卓 球 1,715 4.3 △2.5

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 1,278 3.2 △10.5

そ の 他 2,961 7.4 △13.6

ラ イ フ ス タ イ ル 9,286 23.2 16.0

ボ デ ィ ケ ア 2,584 6.5 △2.6

計 40,034 100.0 △1.1

②　設備投資の状況

　特記すべき事項はありません。

③　資金調達の状況

　特記すべき事項はありません。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の

承継の状況

　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

　該当事項はありません。
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(2) 財産及び損益の状況

区　分 第 68 期
(2017年３月期)

第 69 期
(2018年３月期)

第 70 期
(2019年３月期)

第 71 期
(当連結会計年度)
(2020年３月期)

売 上 高(百万円) 40,335 38,833 42,362 41,854

経 常 利 益(百万円) 364 588 651 400

親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)

282 530 713 209

１株当たり当期純利益 14円44銭 27円11銭 36円45銭 10円73銭

総 資 産(百万円) 20,862 21,113 23,532 21,280

純 資 産(百万円) 8,086 8,828 10,309 9,456

１株当たり純資産額 413円09銭 451円03銭 526円64銭 483円09銭

(注)１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社との関係

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資本金 当社の出資比率 主要な事業内容

百万円 ％

ゼットクリエイト株式会社 960 100 スポーツ用品製造･輸出入･販売

ザ イ ロ 株 式 会 社 10 100 物 流 事 業

株 式 会 社 ロ ッ ジ 13 100 ス ポ ー ツ 用 品 販 売

株 式 会 社 ゼ オ ス 20 100 ス ポ ー ツ 施 設 運 営

株 式 会 社 ジ ャ ス プ ロ 60 80 物 流 事 業

広 州 捷 多 商 貿 有 限 公 司 35 － スポーツ用品製造･輸出入･販売

(注)当事業年度末日において特定完全子会社はありません。
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(4) 対処すべき課題

　当社グループでは、「企業の永続と繁栄」「個人の幸福と人格の向上」

「業を通じて社会に奉仕する」を社是とし、スポチュニティ<ＳＰＯＲＴＵ

ＮＩＴＹ>(スポーツを通じて、地域社会に喜びと健康やふれあいの機会を

提供し、調和をもたらすこと。)の実現を企業理念としております。この理

念のもと、「社会に新しい価値を創造するスポーツ＆ライフスタイル企業」

をビジョンに掲げ、持続的成長と中長期的な企業価値向上を図るべく、事

業活動にまい進しております。

　今後の見通しといたしましては、経済や消費が徐々に落ち着きを取り戻

しつつあるものの、学校活動の制限や各種スポーツイベントの中止といっ

た自粛ムードは依然継続しており、新型コロナウイルスの終息時期を見通

すことは極めて困難であります。また、取引先における経営状況の変化に

よる売上の減少等により、当社グループにおける業績及び財政状態にも大

きな影響が出ることが予想されます。

　このような大変厳しい環境の中、当社グループは構造改革として、今ま

でのやり方にとらわれない新たな営業手法や仕入と在庫のコントロール、

経費削減等、あらゆる対策を講じながら全社一体となって事業の存続に全

力を注ぎ、引き続き収益力の高い企業体質の確立を目指すとともに、コー

ポレートガバナンスの強化と適正な内部統制の整備・運用を図りつつ、安

定した収益基盤及び財務体質の強化を目指してまいります。

　株主の皆様には、これからも一層のご支援を賜りますようお願い申しあ

げます。

(5) 主要な事業内容(2020年３月31日現在)

　当社グループは、当社及び子会社を合わせ７社で構成され、スポーツ事

業(野球・ソフトボール用品、サッカー用品、テニス・バドミントン用品等

の卸売、野球用品、健康用品等の企画・製造・販売、スポーツ用品小売、

その他スポーツ付随事業)を行っております。
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(6) 主要な事業所(2020年３月31日現在)

当社　　　　　　　　　　　本社(大阪府大阪市)

東京支店(東京都台東区)

北海道支店(北海道札幌市)

東北支店(宮城県仙台市)

北関東支店(埼玉県桶川市)

北陸支店(石川県金沢市)

名古屋支店(愛知県名古屋市)

大阪支店(大阪府大阪市)

中・四国支店 中国営業課(広島県広島市)

　　　　　　 四国営業課(香川県高松市)

九州支店(福岡県福岡市)

ゼットクリエイト株式会社　本社(大阪府大阪市)

ザイロ株式会社　　　　　　本社(大阪府東大阪市)

株式会社ロッジ　　　　　　本店(大阪府大阪市)

株式会社ゼオス　　　　　　本社(大阪府大阪市)

株式会社ジャスプロ　　　　本社(東京都台東区)

広州捷多商貿有限公司　　　本社(中国広州市)

(7) 使用人の状況(2020年３月31日現在)

①　企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

575(254)名 18(27)名

(注)使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数は(　)内に年間の平均人員を外数で記載しております。

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

412(42)名 23(19)名 45.7歳 19.1年

(注)使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数は(　)内に年間の平均人員を外数で記載しております。
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(8) 主要な借入先(2020年３月31日現在)

借 入 先 借 入 額

百万円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 30

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 24

株 式 会 社 北 國 銀 行 13

株 式 会 社 北 陸 銀 行 12

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　特記すべき重要な事項はありません。

２．会社の株式に関する事項(2020年３月31日現在)

　　　①　発行可能株式総数 80,000,000株

　　　②　発行済株式の総数 20,102,000株(自己株式526,954株を含む)

　　　③　株主数 3,156名

　　　④　単元株式数 100株

　　　⑤　大株主(上位10名)

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

千株 ％

有 限 会 社 眞 徳 3,863 19.73

ゼ ッ ト 共 栄 会 1,636 8.36

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 970 4.96

渡 　 辺 　 泰 　 男 611 3.12

光 通 信 株 式 会 社 576 2.95

渡 　 辺 　 裕 　 之 492 2.52

ゼ ッ ト 持 株 会 481 2.46

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 401 2.05

株 式 会 社 モ ル テ ン 397 2.03

株 式 会 社 光 通 信 375 1.92

(注)持株比率は自己株式(526,954株)を控除して計算しております。
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３．新株予約権等の状況

新株予約権の発行はいたしておりません。

４．会社役員に関する事項

①　取締役の状況(2020年３月31日現在)

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 渡 辺 裕 之

取 締 役
副 社 長 執 行 役 員

和 田 耕 一 ゼットクリエイト株式会社代表取締役社長

取 締 役
常 務 執 行 役 員

髙 橋 智 一 営業本部長

取 締 役
常 務 執 行 役 員

中 島 浩 三 ＭＤ・物流本部長

取 締 役
常 務 執 行 役 員

林 　 賢 志 管理本部長

取 締 役
執 行 役 員

渡 辺 征 志 ＭＤ・物流本部第二事業部長

取 締 役
執 行 役 員

植 田 和 昌 ＭＤ・物流本部第一事業部長

取締役(監査等委員) 板 橋 　 裕

取締役(監査等委員) 衣 目 修 三
衣目公認会計士事務所所長
ゼットクリエイト株式会社監査役

取締役(監査等委員) 碩 　 省 三

弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー弁護士
株式会社椿本チエイン社外監査役
中外炉工業株式会社社外監査役
ゼットクリエイト株式会社監査役

(注)１．取締役(監査等委員)衣目修三氏及び取締役(監査等委員)碩省三氏は、社外取締役であります。
２．当社は、取締役(監査等委員)衣目修三氏及び取締役(監査等委員)碩省三氏を、東京証券取引所の定め

に基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．取締役(監査等委員)衣目修三氏は、以下のとおり財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており

ます。
　・衣目修三氏は、公認会計士の資格を有しております。

４．情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いて
おります。
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５．2020年４月１日付にて、取締役の地位・担当及び重要な兼職の状況が次のように変更されました。

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

取 締 役
専 務 執 行 役 員

髙 橋 智 一 営業本部長

取 締 役
執 行 役 員

渡 辺 征 志 ＭＤ・物流本部第三事業部長

②　責任限定契約の内容の概要

　当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法

第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める 低責任限

度額であります。

③　取締役の報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取締役(監査等委員である者を除く。)
(う　ち　社　外　取　締　役)

7名
(0名)

138,526千円
(0千円)

取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )
(う　ち　社　外　取　締　役)

3名
(2名)

18,406千円
(8,256千円)

合 計
(う　ち　社　外　取　締　役)

10名
(2名)

156,932千円
(8,256千円)

(注)１．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．取締役の報酬限度額は、2015年６月26日開催の第66回定時株主総会において、取締役(監査等委員であ

る者を除く。)について月額15,000千円以内(但し、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)
について月額3,000千円以内と決議いただいております。

３．当事業年度において、社外取締役が当社子会社から受けた報酬総額は2,988千円であります。

④　社外役員に関する事項

イ．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当

該他の法人等との関係

・取締役(監査等委員)衣目修三氏は、衣目公認会計士事務所の所長

であります。当社と衣目公認会計士事務所との間に取引関係はあ

りません。

・取締役(監査等委員)碩省三氏は、弁護士法人御堂筋法律事務所の

パートナー弁護士であります。当社と弁護士法人御堂筋法律事務

所との間に顧問契約関係があります。
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ロ．他の法人等の社外役員等としての重要な兼任の状況及び当社と当

該他の法人等との関係

氏　　　名 兼 任 先 会 社 名 役　職　名

取 締 役
(監査等委員)

碩 　 省 三
株式会社椿本チエイン
中 外 炉 工 業 株 式 会 社

社外監査役
社外監査役

(注)株式会社椿本チエイン及び中外炉工業株式会社と当社との間には、特別の関係はありません。

ハ．当事業年度における主な活動状況

ａ．取締役会及び監査等委員会への出席状況

氏　　　名

取 締 役 会
( 1 3 回 開 催 )

監 査 等 委 員 会
( 5 回 開 催 )

出 席 回 数 出 席 回 数

取 締 役
(監査等委員)

衣 目 修 三 12回 4回

取 締 役
(監査等委員)

碩 　 省 三 13回 5回

ｂ．取締役会及び監査等委員会における発言状況

・取締役(監査等委員)衣目修三氏は、当事業年度開催の取締役会

及び監査等委員会に上記のとおり出席し、主に公認会計士とし

ての専門的見地から適宜意見を述べております。

・取締役(監査等委員)碩省三氏は、当事業年度開催の取締役会及

び監査等委員会に上記のとおり出席し、主に弁護士としての専

門的見地から適宜意見を述べております。
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５．会計監査人の状況

①　名称　　　　　有限責任 あずさ監査法人

②　報酬等の額

イ．当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 33,900千円

ロ．当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭
　　その他の財産上の利益の合計額

36,000千円

(注)１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等
の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠
等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意
の判断をいたしました。

③　非監査業務の内容

　該当事項はありません。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定方針

　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必

要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又

は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定

める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基

づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した

監査等委員は、解任後 初に招集される株主総会におきまして、会計

監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

⑤　責任限定契約の内容の概要

　当社と会計監査人有限責任 あずさ監査法人は、会社法第427条第１

項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約

を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令

の定める 低責任限度額であります。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(1) 業務の適正を確保するための体制についての決議の内容の概要

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての取締役会決議

の内容の概要は以下のとおりであります。( 終改定 2015年６月26日)

①　当社及び当社子会社の取締役等及び使用人の職務執行が法令及び定

款に適合することを確保するための体制

　当社グループは、コンプライアンスの基本原則を「倫理規範」に定

め、同規範をより具体化した「行動規範」を別に定め、取締役及び使

用人がコンプライアンスを自らの問題としてとらえ、職務執行に当た

るように指導する。コンプライアンスの責任部署として企業倫理室を

設置し、社外弁護士もアドバイザーとして出席する「企業倫理委員会」

を定期的に開催し、当社グループのコンプライアンス体制の整備と問

題点の把握に努める。また、内部通報手段として社内外窓口を設け、

社内は人事総務部長、社外は社外弁護士を対応窓口とし、通報内容は

秘守し、通報者に対し不利益な扱いを行わないことを明確にする。

②　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務執行に係る以下の文書その他の重要な情報は、社内規

程に基づき適切に保存及び管理を行う。

・株主総会議事録

・取締役会議事録

　以上の２文書は少なくとも10年間は保存するものとし、閲覧可能な

状態を維持する。

③　当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　リスク管理の責任部署としてリスク管理室を設置し、「リスク管理

委員会」を定期的に開催し、主要部門と子会社別にリスク管理責任者

を決定し、それぞれのリスクを洗い出し、その予防策、発生時の対応、

経営への影響を定め、当社グループの横断的なリスク管理体制の整備

と問題点の把握に努める。
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④　当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われること
を確保するための体制

　当社の取締役会は定例で毎月１回開催し、経営に係る重要事項の決
定と取締役の職務遂行の監督等を行う。また、取締役は営業会議やグ
ループ経営会議等の重要な会議にも任命された場合には出席し、経営
上の課題や計画の進捗状況等を把握し、経営判断に反映する。また、
子会社の取締役会においても、経営に係る重要事項の決定や各取締役
よりその執行状況を報告させ、効率的な業務遂行体制の検証を行う。

⑤　当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保す
るための体制

　当社の取締役会は、当社グループの企業価値向上を目指した経営を
推進することを目的として、法令、定款及び取締役会規則に定める事
項を決議し、当社グループの業務の執行状況を監督する。グループ会
社の重要事項については取締役会の事前承認とする。当社グループに
属する会社間の取引は、法令・会計原則その他の社会規範に照らし適
切に行う。
　当社の監査等委員会及び内部監査部門は、当社及び当社グループの
内部監査を実施し、当社取締役会等にその結果を報告し、取締役会は
その問題点の把握と改善に努める。

⑥　当社子会社の取締役の職務の遂行に係る当社への報告に関する体制
　当社は、定期的に当社及び当社子会社の取締役(監査等委員である者
を含む。)・監査役が出席する取締役会を開催し、経営上の重要情報の
共有に努めるとともに、当社子会社において重要な事象が発生した場
合には、子会社に対して、随時当社取締役会、当社取締役への報告を
義務づける。

⑦　当社監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求め
た場合における当該使用人に関する事項

　監査等委員会の職務の補助は、内部監査室の使用人がこれに当たる。
また、監査等委員会が専属の補助使用人を置くことを求めた場合、取
締役会は監査等委員会と協議のうえ、使用人の中から指名することが
できる。
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⑧　前号で定める使用人の取締役(監査等委員である者を除く。)からの

独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　前号で定める使用人の取締役(監査等委員である者を除く。)からの

独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動、人事評価、懲戒等

人事に関する事項の決定については、常勤の監査等委員である取締役

の同意を得るものとする。また、当該使用人は、監査等委員会の職務

の補助について監査等委員会の指示に従うものとし、取締役(監査等委

員である者を除く。)その他業務執行部門に属する者からの指揮命令

は受けないものとする。

⑨　当社の取締役(監査等委員である者を除く。)及び使用人並びに当社

子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受け

た者が当社の監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委

員会への報告に関する体制

　当社の取締役(監査等委員である者を除く。)及び使用人並びに当社

子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた

者は、下記の定める事項について、発見次第速やかに当社の監査等委

員会に対し報告を行わねばならない。なお、当社の監査等委員会は必

要に応じて、当社の取締役(監査等委員である者を除く。)並びに当社

子会社の取締役及び使用人に対し報告を求めることができる。

・法令、定款に違反する事項、又はそのおそれのある事項

・会社の信用を大きく低下させる事項、又はそのおそれのある事項

・会社の業績に大きく悪影響を与える事項、又はそのおそれのある事項

・倫理規範と行動規範を大きく逸脱する事項、又はそのおそれのある

事項

⑩　上記の報告をした者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを

受けないことを確保するための体制

　倫理規範及び行動規範に基づき、当社監査等委員会への報告を理由

に当該報告者に対して、当該報告したことを理由とする不利益な取扱

いは一切行わないこととする。
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⑪　当社監査等委員会の職務の遂行について生じる費用等の処理に関す

る体制

　監査等委員会がその職務の遂行について生じる費用の前払い又は支

出した費用等の償還を請求したときは、当該監査等委員である取締役

の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費

用又は債務を処理するものとする。

⑫　その他当社監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保する

ための体制

　監査等委員会は重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握す

るため、取締役会の他必要に応じて他の重要な会議に出席でき、主要

な稟議書その他業務執行に関する情報を閲覧し、取締役に対して説明

を求めることができる。また、監査等委員会は当社の会計監査人であ

る、有限責任 あずさ監査法人から会計監査内容について説明を受ける

とともに、情報の交換を行う等連携を図っていく。

⑬　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社及び当社子会社は、行動規範に基づき、反社会的な勢力からの

不当な要求には決して応じない。

　反社会的勢力から不当な要求を受けた場合の対応は、人事総務部を

統括部署とし、所轄警察署や顧問弁護士等の外部専門機関と連携し、

組織的に対応する。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当社では、業務の適正を確保するための体制についての決議に基づき、

以下のとおりその適切な運用に努めております。

①　コンプライアンスに対する取り組み

　コンプライアンスの基本原則である「倫理規範」及び同規範をより

具体化した「行動規範」について、当社使用人全員に対し冊子として

配布を行うことにより、法令及び定款を遵守するための意識向上に努

めております。また、企業倫理室が主管する「企業倫理委員会」を適

宜開催し、法改正や法令遵守に関する重要事項及びその対応を中心と

して、主管部署より報告を受けております。

②　リスクマネジメントに対する取り組み

　リスク管理室が主管する「リスク管理委員会」を適宜開催し、潜在

的なリスクを明確化するとともに、対策及び予防策の検討を行ってお

ります。また、情報セキュリティ強化のためネットワークの社内網整

備を推進し、情報漏洩リスクの低減に努めております。

③　当社グループにおける業務の適正の確保に対する取り組み

　当社子会社における業務執行を監督するため、グループ会社の重要

事項については取締役会での事前承認を徹底しております。また、監

査等委員会及び内部監査部門は、定期的に当社及び当社グループの内

部監査を実施するとともに、取締役会への結果報告や会計監査人との

情報交換を行うことで、業務の適正化に努めております。
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７．会社の支配に関する基本方針

　(1) 会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方

針の内容の概要

　当社は、当社の企業価値を向上し、株主共同の利益を継続的かつ持続的

に確保、向上していくためには、収益力の高い企業体質を構築し、持続的

な成長を確保していくことが必要であると認識しております。そして、当

社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としても、当社は、当社の企

業価値の源泉を理解し、収益力の高い企業体質の構築及び持続的な成長の

確保を通して、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続

的に確保、向上していくことを可能とする者でなければならないと考えて

おります。

　もとより、当社株式について大量取得行為がなされる場合であっても、

それが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、当

社としても当該大量取得行為を一概に否定するものではなく、株式会社の

支配権の移転を伴う株式の大量取得提案を受け入れるかどうかの判断は、

終的には株主の皆様の全体の意思に基づき行われるべきものと考えてお

ります。

　しかしながら、株主が株式会社の支配権の移転を伴う株式の大量取得提

案を受け入れるかどうかを判断するためには、当該大量取得行為の内容、

目的、大量取得者の将来にわたる経営戦略等の必要な情報及び判断のため

の十分な時間の提供が前提となりますが、昨今の株式大量取得の中には、

そのような情報及び検討時間の提供が十分になされないまま、突如として

大量取得行為が行われたり、大量取得者の一方的な考えに基づき買付行為

が進められる事例が少なからず見受けられます。当社としましては、その

ような大量取得行為者は、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するお

それを生じさせる者であって、当社の財務及び事業の方針の決定を支配す

る者として不適切であると考えております。
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　(2) 基本方針に照らして不適切な者によって会社の財産及び事業の方針の決
定が支配されることを防止するための取り組みの内容の概要
　当社は、2019年６月26日開催の第70回定時株主総会において、当社の企
業価値、株主共同の利益を確保し、向上させることを目的とし、当社株式
の大量取得行為に関する対応方針(以下「本ルール」といいます。)継続の
承認決議を得ております。本ルールは、特定株主グループの議決権割合を
20％以上とすることを目的とする当社株式等の買付行為、又は結果として
特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株式等の買付行為
(いずれも事前に当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開
買付等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を
「大量取得行為」といい、かかる買付行為を行う又は行おうとする者を「大
量取得者」といいます。)に対する対応方針であります。
　本ルール採用の目的については、当社は企業価値を向上させ、株主共同
の利益を確保、向上させるための施策に邁進する所存ですが、近時、昨今
のわが国の資本市場においては、株主、投資家等に買付目的や買付後の経
営戦略等についての十分な情報開示が行われることもないまま、突如とし
て大量取得行為が行われたり、大量取得者の一方的な考えに基づき買付行
為を進める事例が少なからず見受けられます。
　もとより、当社としましては大量取得行為が当社の企業価値の向上、株
主共同の利益に資するものであれば、当該行為を否定するものではありま
せん。しかし、このような濫用的な大量取得行為においては、株主の皆様
が大量取得者の提示する買付価格の妥当性等をはじめとして、大量取得行
為の内容について検討するに足る情報や時間が与えられないまま判断を迫
られるケースも想定され、その結果、対象企業の企業価値や株主共同の利
益を損なう可能性も否定できません。大量取得提案を受け入れるかどうか
の判断は、いうまでもなく、当社株主の皆様によってなされるべきもので
あり、そのためには、かかる大量取得行為が行われる際に、大量取得者か
ら当該大量取得行為の内容、目的、将来にわたる経営戦略等、株主の皆様
が大量取得行為を受け入れるか否かを判断するのに必要な情報及び判断の
ための十分な時間が提供される必要があります。こうした観点から、当社
は、企業価値及び株主共同の利益の確保と向上のために、大量取得行為及
びその提案がなされた場合におけるルールを策定いたしました。
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　本ルールの概要は、１．大量取得者は、大量取得行為に先立ち、株主の

皆様が当該大量取得行為を受け入れるか否かを検討するために必要かつ十

分な情報として、当社取締役会が本ルールに従って求める情報を提供しな

ければならない、２．提供された情報に基づき、当社取締役会、特別委員

会が当該大量取得行為について評価検討を行うための期間を設け、かかる

期間が経過するまでは大量取得行為を開始することができない、３．大量

取得者が本ルールに従わない場合等、当社取締役会は、当社株主の皆様の

利益を守るため、特別委員会の助言・勧告を 大限尊重して、対抗措置を

執る場合がある、というものです。

　大量取得者が本ルールを遵守しない場合の具体的な対抗措置の内容とし

ましては、新株予約権の株主無償割当てを予定しておりますが、その時点

で当社取締役会が 適と判断する別の方法を執ることがあります。なお、

当社取締役会が対抗措置発動の決定を行った場合、当該決議の内容その他

当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行いま

す。

　本ルールの有効期限につきましては、2019年６月26日開催の第70回定時

株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち、 終のもの

に関する定時株主総会終結のときまでであり、当社は有効期限の満了時に、

再度株主総会において株主の皆様に本ルールの継続の可否について決議い

ただく予定であります。

　なお、本ルールは、有効期間の満了前であっても、当社株主総会又は当

社取締役会において、本ルールにつき廃止の決議がなされた場合、その時

点で廃止されるものであります。

　また、関係諸法令の新設、改正及び金融商品取引所その他関係省庁等の

対応の変化等により、株主の皆様の共同利益及び当社企業価値の維持・向

上の観点から、当社取締役会において、必要に応じて本ルールを修正し、

変更する場合があります。当社は、本ルールの廃止、修正又は変更がなさ

れた場合、かかる事実及び変更等の内容その他必要な事項について、速や

かに情報開示を行います。
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　(3) 取り組みに関する当社取締役会の判断及びその理由

　当社取締役会は、上記(2)の具体的な取り組みについて、以下のように判

断しております。

イ．上記基本方針を実現するための当社の具体的取り組みは、当社の企業

価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるためのものであ

り、まさに基本方針に沿うものであります。

ロ．基本方針に照らして不適切な者による支配を防止するための取り組み

として当社がその導入を決議した本ルールは、株主の皆様が大量取得行

為を受け入れるか否かを判断するために必要な情報及び判断のための十

分な時間を確保することにより、当社の企業価値、ひいては株主共同の

利益を確保・向上させる目的をもって導入されたものであり、これは上

記基本方針に沿うものであります。

　　更に、本ルールは、①株主総会においてその導入、継続の可否を株主

の皆様に諮るものであること、②合理的かつ詳細な客観的要件が充足さ

れなければ対抗措置が発動できないように設定されていること、③独立

性の高い社外取締役によって構成され、当社の費用で独立した第三者の

専門家の助言を得ることができる等の権限が認められた特別委員会が設

置されているうえ、本ルールの発動に際しては必ず特別委員会の判断を

経ることが必要とされていること、④有効期間が、継続決議のなされた

定時株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち、 終

のものに関する定時株主総会のときまでと定められているうえ、有効期

間の満了までに再度株主総会において株主の皆様によりその継続の可否

についてご決議いただくこととしていること、⑤株主の皆様により選任

された取締役で構成される取締役会により有効期間の満了前においても

いつでも廃止できるとされていること等により、その公正性、客観性が

確保されており、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであり、

当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

(注)本事業報告に記載の金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
(2020年３月31日現在) (単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部)

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

電 子 記 録 債 権

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建物及び構築物

土 地

そ の 他

無 形 固 定 資 産

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

敷 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

16,609,589

3,476,792

8,008,261

815,325

3,858,062

53,456

119,836

361,912

△84,057

4,671,040

2,115,720

707,318

1,228,069

180,331

118,851

118,851

2,436,468

1,802,860

13,295

220,898

473,135

△73,721

(負 債 の 部)

流 動 負 債 10,237,104

支払手形及び買掛金 5,575,004

電 子 記 録 債 務 3,305,939

短 期 借 入 金 81,954

未 払 法 人 税 等 16,523

未 払 消 費 税 等 68,186

賞 与 引 当 金 214,210

返品調整引当金 50,018

そ の 他 925,268

固 定 負 債 1,587,040

繰 延 税 金 負 債 294,597

退職給付に係る負債 335,916

長 期 未 払 金 11,208

そ の 他 945,318

負 債 合 計 11,824,145

(純資産の部)

株 主 資 本 8,486,846

資 本 金 1,005,100

資 本 剰 余 金 2,968,782

利 益 剰 余 金 4,587,249

自 己 株 式 △74,285

その他の包括利益累計額 969,638

その他有価証券評価差額金 966,318

繰延ヘッジ損益 9,138

為替換算調整勘定 8,937

退職給付に係る調整累計額 △14,756

純 資 産 合 計 9,456,484

資 産 合 計 21,280,630 負 債 ・ 純 資 産 合 計 21,280,630
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連 結 損 益 計 算 書

( 2019年４月１日から
2020年３月31日まで )

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 41,854,375

売 上 原 価 33,840,362

売 上 総 利 益 8,014,012

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 7,679,038

営 業 利 益 334,974

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 38,583

そ の 他 67,556 106,139

営 業 外 費 用

支 払 利 息 776

売 上 割 引 36,302

そ の 他 3,036 40,115

経 常 利 益 400,998

特 別 損 失

減 損 損 失 61,022

投 資 有 価 証 券 評 価 損 7,815 68,837

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 332,161

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 62,389

法 人 税 等 調 整 額 59,804 122,193

当 期 純 利 益 209,967

親会社株主に帰属する当期純利益 209,967
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連結株主資本等変動計算書

( 2019年４月１日から
2020年３月31日まで )

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 期 首 残 高 1,005,100 2,968,778 4,475,157 △74,277 8,374,758

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △97,875 △97,875

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

209,967 209,967

自 己 株 式 の 取 得 △17 △17

自 己 株 式 の 処 分 4 8 13

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － 4 112,092 △8 112,087

当 期 末 残 高 1,005,100 2,968,782 4,587,249 △74,285 8,486,846

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純 資 産 合 計
その他有価証券
評 価 差 額 金

繰 延 ヘ ッ ジ
損 益

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括利
益累計額合計

当 期 首 残 高 1,934,181 4,431 11,752 △16,122 1,934,243 10,309,002

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △97,875

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

209,967

自 己 株 式 の 取 得 △17

自 己 株 式 の 処 分 13

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

△967,863 4,707 △2,814 1,366 △964,604 △964,604

連結会計年度中の変動額合計 △967,863 4,707 △2,814 1,366 △964,604 △852,517

当 期 末 残 高 966,318 9,138 8,937 △14,756 969,638 9,456,484
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連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
(1) 連結の範囲に関する事項
　連結子会社の数及び連結子会社の名称

連結子会社の数　　　　　　　６社
連結子会社の名称　　　　　　ゼットクリエイト株式会社

ザイロ株式会社
株式会社ロッジ
株式会社ゼオス
株式会社ジャスプロ
広州捷多商貿有限公司

(2) 持分法の適用に関する事項
　該当事項はありません。

(3) 会計方針に関する事項
①重要な資産の評価基準及び評価方法
イ．有価証券

その他有価証券
時価のあるもの　　連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの　　移動平均法による原価法
ロ．デリバティブ　　　　時価法
ハ．たな卸資産　　　　　評価基準は、当社及び連結子会社においては

原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基
づく簿価切下げの方法)によっております。

商品及び製品　　　主として先入先出法
仕掛品　　　　　　総平均法
原材料及び貯蔵品　 終仕入原価法
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②重要な固定資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産　　　　定率法
　 (リース資産を除く) 　但し、1998年４月１日以降に取得した建物(付

属設備は除く)並びに2016年４月１日以降に
取得した建物付属設備及び構築物については、
定額法によっております。

ロ．無形固定資産　　　　定額法
　 (リース資産を除く) 　なお、自社利用のソフトウェアの減価償却の

方法については、社内における利用可能期間
(５年)に基づく定額法によっております。

ハ．リース資産　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係
るリース資産については、リース期間を耐用
年数とし、残存価額を零とする定額法を採用
しております。

③重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金　　　　　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
定の債権については個別に回収可能性を検討
し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金　　　　　従業員に支給する賞与に充てるため、将来の
支給見込額のうち、当連結会計年度の負担額
を計上しております。

ハ．返品調整引当金　　　将来予想される売上返品による損失に備える
ため、過去の返品率等を勘案した将来の返品
見込額に対する損失予想額を計上しておりま
す。

④退職給付に係る会計処理の方法
イ．退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込
額を当連結会計年度末までの期間に帰属させ
る方法については、給付算定式基準によって
おります。
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ロ．数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生
時における従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数(10年)による定額法により按分し
た額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費
用処理しております。

⑤重要なヘッジ会計の方法
イ．ヘッジ会計の方法　　繰延ヘッジ処理によっております。
ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　　　　為替予約取引
ヘッジ対象　　　　輸出入取引により生じる外貨建債権債務及び

外貨建予定取引
ハ．ヘッジ方針　　　　　当社グループでは、外貨建の売上、仕入取引

に係る為替変動リスクをヘッジする目的で為
替予約を行っております。

ニ．ヘッジの有効性評価の方法
原則としてヘッジ手段とヘッジ対象の重要な
条件が同一であり、高い相関関係があると考
えられるため、ヘッジの有効性の評価は省略
しております。

⑥その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理　　　税抜方式によっております。

２．連結貸借対照表に関する注記
(1) 有形固定資産の減価償却累計額 2,924,553千円
(2) 担保に供している資産及び担保に係る債務

　担保に供している資産 建物及び構築物 53,674千円
土 地 362,395千円
投資有価証券 642,097千円

計 1,058,167千円
　担保に係る債務 短 期 借 入 金 69,340千円

(１年内返済予定の長期借入金)
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３．連結損益計算書に関する注記
減損損失に関する注記
　当連結当会計年度において、当社グループは下記の資産グループについ
て減損損失を計上しております。

用　　途 種　　類 場　　所

賃貸資産 建物 兵庫県姫路市

店舗 建物・工具、器具及び備品
東京都渋谷区、新宿区

大阪市北区

　当社グループは、主として継続的に損益を把握している事業部門をグ
ルーピングの単位としております。但し、閉鎖予定資産、処分予定資産、
事業の用に供しない賃貸資産及び遊休資産については、個別の資産グル
ーピングの単位としております。
　賃貸資産については、賃貸契約解除を契機として建物の取壊しの意思
決定をしたため、店舗については、移転の意思決定や収益性が低下した
ため、帳簿価格を回収可能価格まで減額しております。
　なお、回収可能価格は正味売却価格により測定しており、正味売却価
格は処分見込額を使用しております。
　減損損失の内訳は下記のとおりです。

(単位：千円)

用　　途 建　　物 工具・器具及び備品 計

賃貸資産 30,917 － 30,917

店舗 29,161 943 30,105

合計 60,078 943 61,022

－ 30 －



４．連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数
　　　普通株式 20,102,000株
(2) 配当に関する事項
①配当金支払額

決 議 株 式 の 種 類
配当金の総額

(千円)
1株当たり配当額

(円)
基 準 日 効 力 発 生 日

2019年６月26日
定 時 株 主 総 会

普 通 株 式 97,875 5.00 2019年３月31日 2019年６月27日

②当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発行日が翌連結会計年
度となるもの

決 議 予 定 株 式 の 種 類
配当金の総額

(千円)
1株当たり配当額

(円)
基 準 日 効 力 発 生 日

2020年６月25日
定 時 株 主 総 会

普 通 株 式 58,725 3.00 2020年３月31日 2020年６月26日

５．金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、
資金調達については銀行借入、社債発行による方針です。デリバティブ
は、外貨建の売上・仕入に係る為替変動リスク及び借入金の金利変動リ
スクを回避するために利用し、投機的な取引は行いません。
　受取手形及び売掛金、電子記録債権に係る顧客の信用リスクは、与信
管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は
主として株式であり、上場株式については、四半期毎に時価の把握を行
っております。
　借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であります。なお、デリバ
ティブ取引の利用にあたっては、格付の高い金融機関とのみ取引を行っ
ております。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2020年３月31日(当期の連結決算日)における連結貸借対照表計上額、
時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

(単位：千円)

連結貸借対照表

計上額(＊)
時価(＊) 差額

(1)現金及び預金 3,476,792 3,476,792 －

(2)受取手形及び売掛金 8,008,261 8,008,261 －

(3)電子記録債権 815,325 815,325 －

(4)投資有価証券

   その他有価証券 1,801,510 1,801,510 －

(5)支払手形及び買掛金 (5,575,004) (5,575,004) －

(6)電子記録債務 (3,305,939) (3,305,939) －

(7)短期借入金 (81,954) (81,954) －

(8)デリバティブ取引 13,164 13,164 －

(＊)負債に計上されているものについては、(　　)で示しております。

(注)１．金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、並びに、(3)電子記録債権

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。

(4)投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

(5)支払手形及び買掛金、(6)電子記録債務、並びに、(7)短期借入金(１年内返済予定の長期借入
金を含む)
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。

(8)デリバティブ取引
為替予約の時価については、取引先金融機関から提示された価格等に基づいて算定しており
ます。

２．非上場株式(連結貸借対照表計上額1,350千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
ローを見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資
有価証券　その他有価証券」に含めておりません。
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６．１株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり純資産額 483円09銭
(2) １株当たり当期純利益 10円73銭

７．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

８．その他の注記
　連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表の記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸　借　対　照　表
(2020年３月31日現在) (単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額
(資 産 の 部)

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

商 品

立 替 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

借 地 権

電 話 加 入 権

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

差 入 保 証 金

敷 金

破産更生債権等

そ の 他

貸 倒 引 当 金

15,970,794

3,184,728

561,615

815,325

7,352,226

3,822,637

194,545

256,677

△216,961

5,539,885

2,009,000

646,524

14,864

568

7,930

1,228,069

111,041

71,513

18,338

10,120

43,054

3,459,371

1,802,131

970,000

217,295

245,217

216,905

62,051

133,364

△187,595

(負 債 の 部)
流 動 負 債 10,541,287

支 払 手 形 318,618
電 子 記 録 債 務 2,610,600
買 掛 金 6,389,772
短 期 借 入 金 81,954
リ ー ス 債 務 29,852
未 払 金 669,332
未 払 法 人 税 等 14,965
未 払 消 費 税 等 27,781
未 払 費 用 112,135
預 り 金 49,010
賞 与 引 当 金 161,500
返品調整引当金 50,018
そ の 他 25,744

固 定 負 債 1,499,591
リ ー ス 債 務 87,038
繰 延 税 金 負 債 294,597
退職給付引当金 255,183
長 期 未 払 金 11,208
預 り 保 証 金 851,562

負 債 合 計 12,040,878
(純資産の部)

株 主 資 本 8,503,728
資 本 金 1,005,100
資 本 剰 余 金 2,968,782
資 本 準 備 金 251,275
その他資本剰余金 2,717,507

利 益 剰 余 金 4,604,131
その他利益剰余金 4,604,131
別 途 積 立 金 3,527,542
繰越利益剰余金 1,076,589

自 己 株 式 △74,285
評価・換算差額等 966,073

その他有価証券評価差額金 966,073
純 資 産 合 計 9,469,801

資 産 合 計 21,510,680 負 債 ・ 純 資 産 合 計 21,510,680
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損　益　計　算　書

( 2019年４月１日から
2020年３月31日まで )

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 40,034,692

売 上 原 価 33,563,441

売 上 総 利 益 6,471,250

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,420,619

営 業 利 益 50,631

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 37,621

そ の 他 165,857 203,479

営 業 外 費 用

支 払 利 息 738

売 上 割 引 36,302

貸 倒 引 当 金 繰 入 34,410

そ の 他 2,650 74,101

経 常 利 益 180,009

特 別 損 失

減 損 損 失 45,522

投 資 有 価 証 券 評 価 損 7,815 53,337

税 引 前 当 期 純 利 益 126,672

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 40,531

法 人 税 等 調 整 額 25,692 66,223

当 期 純 利 益 60,448
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株主資本等変動計算書

( 2019年４月１日から
2020年３月31日まで )

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株 主 資 本
合 　 　 計資　本

準備金
そ　の　他
資本剰余金

資本剰余金
合　　　計

その他利益剰余金
利益剰余金
合　　　計別 途

積 立 金
繰 越 利 益
剰  余  金

当 期 首 残 高 1,005,100 251,275 2,717,503 2,968,778 3,527,542 1,114,016 4,641,558 △74,277 8,541,160

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △97,875 △97,875 △97,875

当 期 純 利 益 60,448 60,448 60,448

自己株式の取得 △17 △17

自己株式の処分 4 4 8 13

株主資本以外の
項目の事業年度中
の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 ― ― 4 4 ― △37,427 △37,427 △8 △37,431

当 期 末 残 高 1,005,100 251,275 2,717,507 2,968,782 3,527,542 1,076,589 4,604,131 △74,285 8,503,728

評価・換算差額等
純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 1,933,786 1,933,786 10,474,946

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △97,875

当 期 純 利 益 60,448

自己株式の取得 △17

自己株式の処分 13

株主資本以外の
項目の事業年度中
の変動額(純額)

△967,712 △967,712 △967,712

事業年度中の変動額合計 △967,712 △967,712 △1,005,144

当 期 末 残 高 966,073 966,073 9,469,801
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) 資産の評価基準及び評価方法
①子会社株式　　　　　　移動平均法による原価法
②有価証券
　その他有価証券
　　時価のあるもの　　　事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評

価差額は全部純資産直入法により処理し、売却
原価は移動平均法により算定)

　　時価のないもの　　　移動平均法による原価法
③たな卸資産
　　商品　　　　　　　　先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっ
ております。

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産　　　　　定率法
 (リース資産を除く) 　　但し、1998年４月１日以降に取得した建物(付属

設備は除く)並びに2016年４月１日以降に取得
した建物付属設備及び構築物については、定額
法によっております。

②無形固定資産　　　　　定額法
 (リース資産を除く) 　　なお、自社利用のソフトウェアの減価償却の方

法については、社内における利用可能期間(５
年)に基づく定額法によっております。

③リース資産　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る
リース資産については、リース期間を耐用年数
とし、残存価額を零とする定額法を採用してお
ります。

(3) 引当金の計上基準
①貸倒引当金　　　　　　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回
収不能見込額を計上しております。
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②賞与引当金　　　　　　従業員に支給する賞与に充てるため、将来の支
給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上し
ております。

③返品調整引当金　　　　将来予想される売上返品による損失に備えるた
め、過去の返品率等を勘案した将来の返品見込
額に対する損失予想額を計上しております。

④退職給付引当金　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末
における退職給付債務の見込額に基づき計上し
ております。

イ．退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額
を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。

ロ．数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時にお
ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数(10年)による定額法により按分した額をそれ
ぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
①退職給付に係る会計処理　　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処

理額の会計処理の方法は、連結計算書類におけ
るこれらの会計処理の方法と異なっております。

②消費税等の会計処理　　税抜方式によっております。
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２．貸借対照表に関する注記
(1) 有形固定資産の減価償却累計額 2,345,477千円
(2) 担保に供している資産及び担保に係る債務

　担保に供している資産 建 物 53,674千円
土 地 362,395千円
投資有価証券 642,097千円

計 1,058,167千円
　担保に係る債務 短 期 借 入 金 69,340千円

(１年内返済予定の長期借入金)

(3) 保証債務
　　　子会社の仕入債務に対する保証 78,389千円
(4) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

　短期金銭債権 187,322千円
　長期金銭債権 204,000千円
　短期金銭債務 1,873,498千円

(5) 取締役に対する金銭債務
　　　未払金 255,902千円
　　　長期未払金 11,208千円

３．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

営業取引による取引高 売 上 高 15,529千円
仕 入 高 6,217,330千円
販売費及び一般管理費 1,396,502千円

営業取引以外による取引高 105,289千円
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４．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 526,932株 72株 50株 526,954株

(注)自己株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

５．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 (繰延税金資産)
　繰越欠損金 147,965千円
　貸倒引当金 119,949千円
　役員長期未払金 81,682千円
　退職給付引当金 78,035千円
　賞与引当金 51,190千円
　関係会社株式 28,745千円
　返品調整引当金 15,295千円
　ゴルフ会員権 4,749千円
　その他 110,752千円

　繰延税金資産小計 638,365千円
　評価性引当額 △512,530千円
　繰延税金資産合計 125,835千円
 (繰延税金負債)
　その他有価証券評価差額金 △420,433千円

　繰延税金負債合計 △420,433千円
　繰延税金負債の純額 △294,597千円
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６．関連当事者との取引に関する注記
関係会社

属 性 会社等の名称
議 決 権 等 の
所有(被所有)
割 合 ( ％ )

関 連 当 事 者
と の 関 係

取 引 の 内 容
取引金額
(千円)

科 目
期 末 残 高
(千円)

子 会 社

ゼットクリエイト株式会社
所有

直接　100.00

自社ブランド商品の購入

事務所等の賃貸

役員の兼務

自社ブランド商品の仕入(※１)

賃貸料の収入(※３)

6,217,330

41,800

買 掛 金

－

1,714,003

－

株 式 会 社 ロ ッ ジ
所有

直接　100.00

資金の援助

役員の兼務

資金の貸付(※２) － 長期貸付金 204,000

株 式 会 社 ゼ オ ス
所有

直接　100.00

店舗の賃貸

役員の兼務

賃貸料の収入(※３) 61,224
－ －

(注)１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(※1)市場価格を勘案して仕入価格を決定しております。
(※2)株式会社ロッジについては、業績等を勘案して無利息としております。
(※3)近隣の賃料相場等を勘案して賃貸料を合理的に決定しております。

３．関係会社への債権に対し、合計246,960千円の貸倒引当金を計上しております。
また、当事業年度において合計34,410千円の貸倒引当金繰入を計上しております。

７．１株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり純資産額 483円77銭
(2) １株当たり当期純利益 3円09銭

８．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

９．その他の注記
　貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表の記載
金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2020年５月22日

ゼ ッ ト 株 式 会 社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
大阪事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 新 田 東 平 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 城 戸 達 哉 

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ゼット株式会社の2019年４月１日から2020年３月
31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等
変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ゼット株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損
益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計
算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個
別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重
要性があると判断される。
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　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明するこ
とが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並
びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切
な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任が
ある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につ
いて報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減す
るためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2020年５月22日

ゼ ッ ト 株 式 会 社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
大阪事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 新 田 東 平 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 城 戸 達 哉 

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ゼット株式会社の2019年４月１日から2020
年３月31日までの第71期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算
書及び個別注記表並びにその附属明細書(以下「計算書類等」という。)について監査を行った。
 当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。
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　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する
計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事
象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに
計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につ
いて報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減す
るためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第71期事業年度におけ

る取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとお

り報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取

締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)に

ついて取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受

け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施し

ました。

　①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門と

連携のうえ、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関

する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、

本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会

社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、

必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

　②事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号

ロの各取り組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、そ

の内容について検討を加えました。

　③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及

び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、

必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行

われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を

「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備

している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類

(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細

書並びに連結計算書類(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書

及び連結注記表)について検討いたしました。
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

　①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し

ているものと認めます。

　②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な

事実は認められません。

　③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。ま

た、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行

についても、指摘すべき事項は認められません。

　④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り

方に関する基本方針は相当であると認めます。事業報告に記載されている会社法

施行規則第118条第３号ロの各取り組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当

社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持

を目的とするものではないと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。

2020年５月25日

ゼット株式会社　監査等委員会

監査等委員(常勤) 板 橋 　 裕 

監査等委員 衣 目 修 三 

監査等委員 碩 　 省 三 

(注)監査等委員　衣目修三及び碩省三は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定

する社外取締役であります。

以　上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　剰余金処分の件

　剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

　第71期の期末配当につきましては、当事業年度の業績並びに今後の事

業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

①　配当財産の種類

金銭といたします。

②　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金３円(うち普通配当２円、特別配当１

円)といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は58,725,138円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2020年６月26日といたしたいと存じます。

第２号議案　取締役(監査等委員である者を除く。)７名選任の件

　取締役(監査等委員である者を除く。以下本議案において同じ。)全員(７

名)は、本総会終結のときをもって任期満了となります。つきましては、取締

役７名の選任をお願いするものであります。

　なお、監査等委員会より、当社における取締役の選定基準及び業務執行内

容等を踏まえ、各候補者は当社の取締役として適任であるとの意見表明を受

けております。

　取締役の候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所 有 す る
当社株式の数

１

わ た

渡
な べ

辺
ひ ろ

裕
ゆ き

之
(1965年６月25日生)

1995年７月
2001年４月
2002年４月
2004年４月
2004年６月
2006年４月
2006年６月
2007年４月

2010年４月

2011年４月

2013年４月

当社入社
当社名古屋店副店長
当社経営企画室長
当社総務本部長
当社取締役総務本部長
当社取締役社長室長兼総務本部長
当社常務取締役社長室長兼総務本部長
当社常務取締役社長室長
兼営業統括副本部長兼総務本部長
当社代表取締役副社長
営業統括本部長兼経営企画室長
当社代表取締役社長
営業統括本部長
当社代表取締役社長
現在に至る

492,470株

取締役候補者とした理由

渡辺裕之氏は、当社営業部門及び管理部門担当取締役としての経験・実績を有しており、2011年よ
り当社代表取締役社長として豊富な実務経験や企業経営に関する知見を活かし優れたリーダーシ
ップを発揮しておりますことから、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

２

わ

和
だ

田
こ う

耕
い ち

一
(1950年４月13日生)

2005年４月

2007年４月

2008年４月
2011年７月
2011年10月
2012年４月

2012年６月

2014年４月

2017年４月

2018年４月

株式会社オリゾンティ代表取締役社長

兼コロネット株式会社代表取締役副社長
伊藤忠商事株式会社
ファッションアパレル部門長(役員)
株式会社ライカ代表取締役社長
ゼットクリエイト株式会社顧問
同社取締役社長代行
当社入社　製品事業本部長
兼ゼットクリエイト株式会社代表取締役社長
当社取締役製品事業本部長
兼ゼットクリエイト株式会社代表取締役社長
当社常務取締役製品事業本部長
兼ゼットクリエイト株式会社代表取締役社長
当社専務取締役
兼ゼットクリエイト株式会社代表取締役社長
当社取締役
副社長執行役員
兼ゼットクリエイト株式会社代表取締役社長
現在に至る

12,400株

 (重要な兼職の状況)
株式会社イングリウッド社外取締役

取締役候補者とした理由

和田耕一氏は、総合商社ファッション部門における責任者及びアパレル製造業における代表者とし
ての経験・実績を有しており、当社グループにおける製造部門の強化並びに経営全般に関わる質的
向上に必要不可欠であることから、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
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候補者
番　号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所 有 す る
当社株式の数

３

た か

髙
は し

橋
と も

智
か ず

一
(1957年７月13日生)

1981年４月
2001年４月
2002年４月
2005年４月
2009年４月
2012年４月
2014年４月
2014年６月
2017年４月
2018年４月

2020年４月

当社入社
当社レジャー事業部副部長
当社レジャー事業部副本部長
当社サッカー事業部副本部長
当社第五事業本部長
当社執行役員第二営業部長
当社執行役員営業本部長
当社取締役営業本部長
当社常務取締役営業本部長
当社取締役
常務執行役員　営業本部長
当社取締役
専務執行役員　営業本部長
現在に至る

27,400株

取締役候補者とした理由

髙橋智一氏は、当社営業部門における実務及び営業部門担当取締役としての経験・実績を有してお
り、当社グループにおける営業部門の強化並びに経営全般に関わる質的向上に必要不可欠であるこ
とから、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

４

な か

中
じ ま

島
こ う

浩
ぞ う

三
(1955年５月16日生)

1979年４月
1995年４月
2001年４月
2003年４月

2004年４月

2007年４月
2010年４月
2012年４月
2014年４月
2014年６月
2017年４月
2018年４月

当社入社

株式会社すぽーつらんどコジマ代表取締役社長
当社東京店店長
当社ＢＳ販売部副本部長
兼ゼットクリエイト株式会社ウェア事業部長
ゼットクリエイト株式会社取締役
ウェア事業部長兼企画開発部長
当社ネット事業推進部事業部長
当社第三事業本部長
当社執行役員ＭＤ・物流部長
当社執行役員ＭＤ・物流本部長
当社取締役ＭＤ・物流本部長
当社常務取締役ＭＤ・物流本部長
当社取締役
常務執行役員　ＭＤ・物流本部長
現在に至る

47,950株

取締役候補者とした理由

中島浩三氏は、当社ＭＤ部門における実務及びＭＤ・ネット部門担当取締役としての経験・実績を
有しており、当社グループにおけるＭＤ部門の強化並びにインターネットビジネスの更なる推進に
必要不可欠であることから、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
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候補者
番　号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所 有 す る
当社株式の数

５

はやし

林
 

　
け ん

賢
じ

志
(1965年１月５日生)

2011年11月
2015年６月
2015年10月
2016年４月
2016年６月
2018年４月

株式会社みずほ銀行　天満橋支店支店長
当社入社　顧問
当社管理副本部長
当社執行役員管理副本部長
当社取締役管理本部長
当社取締役
常務執行役員　管理本部長
現在に至る

5,000株

取締役候補者とした理由

林賢志氏は、金融業界における実務及び責任者としての経験・実績を有しており、金融・財務等の
幅広い知識を活かし、当社グループにおける管理部門の強化並びに企業価値向上への貢献が期待で
きることから、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

６

わ た

渡
な べ

辺
せ い

征
じ

志
(1975年７月７日生)

2002年４月
2007年４月
2011年４月
2012年６月
2013年４月
2018年４月

2019年４月

2020年４月

当社入社
株式会社ブリリアンス代表取締役社長
当社ＩＴ戦略統括本部ディレクター
当社取締役ＩＴ戦略統括本部ディレクター
当社取締役ＩＴ戦略本部長兼ＩＴ戦略室長
当社取締役
執行役員　ＭＤ・物流本部副本部長
兼ＭＤ事業部長
当社取締役
執行役員　ＭＤ・物流本部第二事業部長
当社取締役
執行役員　ＭＤ・物流本部第三事業部長
現在に至る

127,700株

取締役候補者とした理由

渡辺征志氏は、当社子会社における代表者及びＩＴ部門・ＭＤ担当取締役としての経験・実績を有
しており、当社グループにおけるＭＤ部門の強化並びにインターネットビジネスの更なる推進に必
要不可欠であることから、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

７

う え

植
だ

田
か ず

和
ま さ

昌
(1960年４月17日生)

1984年４月
2005年４月
2008年４月
2014年４月
2019年４月
2019年６月

当社入社
当社システム部副部長
当社ＩＴ戦略本部システム部長
当社執行役員ＭＤ・物流本部副本部長
当社執行役員ＭＤ・物流本部第一事業部長
当社取締役
執行役員　ＭＤ・物流本部第一事業部長
現在に至る

15,200株

取締役候補者とした理由

植田和昌氏は、当社システム部門及びＭＤ部門における責任者としての実務経験や幅広い知識を有
しており、当社グループにおけるＭＤ部門の強化並びにインターネットビジネスの更なる推進に必
要不可欠であることから、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

(注)１．各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．各取締役候補者は、2019年６月26日に開催された当社第70回定時株主総会において承認決議を受けた

「当社株式の大量取得行為に関する対応方針(買収防衛策)」について賛同しております。
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第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

　監査等委員である取締役碩省三氏は、本総会終結のときをもって辞任いた

します。つきましては、その補欠として監査等委員である取締役１名の選任

をお願いするものであります。

　なお、補欠として選任する監査等委員である取締役の任期は、当社定款の

定めにより、辞任する監査等委員である取締役の任期の満了するときまでと

なります。

　また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

　監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

氏 名
( 生 年 月 日 )

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所 有 す る
当 社 株 式 の 数

く わ

桑
や ま

山
 

　
ひとし

斉
(1965年１月７日生)

1990年４月

1997年４月
2012年４月
2013年４月
2015年10月

弁護士登録(大阪弁護士会)

御堂筋法律事務所入所
同事務所パートナー
大阪弁護士会副会長
京都大学法科大学院非常勤講師
神戸大学大学院経営学研究科非常勤講師
現在に至る 0株

 (重要な兼職の状況)

弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー弁護士
マックスバリュ西日本株式会社社外取締役
社会福祉法人北慶会理事
株式会社科学技術アントレプレナーシップ監査役

監査等委員である社外取締役候補者とした理由

桑山斉氏は、長年にわたる弁護士としての実務経験に基づく専門的見地並びに経営に関する高い見識を当社
の監査体制に活かしていただくため、新たに監査等委員である社外取締役としての選任をお願いするもので
あります。

(注)１．桑山斉氏は、新任の監査等委員である社外取締役候補者であります。
２．当社と弁護士法人御堂筋法律事務所との間には顧問契約関係があります。また、当社とマックスバリ

ュ西日本株式会社、社会福祉法人北慶会及び株式会社科学技術アントレプレナーシップとの間に取引
関係はありません。

３．桑山斉氏につきましては、弁護士として企業法務に精通し、会社経営を統治する十分な見識を有して
おられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

４．当社は、監査等委員である社外取締役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づく会社法第423条
第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、当社
定款の定めにより法令が規定する 低責任限度額としており、桑山斉氏の選任が承認された場合には、
同氏との間で同内容の責任限定契約を締結する予定であります。

５．桑山斉氏につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選
任が承認された場合には、独立役員として同取引所に届け出を行う予定であります。
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第４号議案　補欠の監査等委員である取締役２名選任の件

　監査等委員である取締役が法令の定める員数を欠くことになる場合に備え、

予め補欠の監査等委員である取締役２名の選任をお願いするものであります。

　補欠の監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであり、薮垣政治

氏は監査等委員である取締役板橋裕氏の補欠としての取締役候補者、小林喜

雄氏は監査等委員である取締役衣目修三氏及び、第３号議案「監査等委員で

ある取締役１名選任の件」が原案どおり承認可決されることを条件として、

監査等委員である取締役に選任予定の桑山斉氏の補欠としての社外取締役候

補者であります。

　当該補欠の監査等委員である取締役につきましては、監査等委員である取

締役が法令の定める員数を欠くことを就任の条件とし、その任期は前任者の

残任期間といたします。

　また、本決議の効力は次回定時株主総会開始のときまでといたします。

　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得るとともに、当社

における取締役の選定基準及び業務執行内容等を踏まえ、各候補者は当社の

補欠の監査等委員である取締役として適任であるとの意見表明を受けており

ます。

　補欠の監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所 有 す る
当社株式の数

１

や ぶ

薮
が き

垣
ま さ

政
じ

治
(1955年６月７日生)

1980年４月
2004年４月
2007年５月
2009年４月
2013年４月
2018年４月

当社入社
当社コンバース東日本推進部副部長
当社コンバース推進部事業副部長
当社ウェア事業部長
ゼットクリエイト株式会社常務取締役
当社内部監査室長
現在に至る

2,500株

補欠の監査等委員である取締役候補者とした理由

薮垣政治氏は、長年にわたり当社営業部門における要職及び子会社役員を歴任し、現場における実
務や業務プロセス等に精通しており、その幅広い知識や実務経験を当社の監査体制に活かしていた
だくため、引き続き補欠の監査等委員である取締役としての選任をお願いするものであります。
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候補者
番　号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所 有 す る
当社株式の数

２

こ

小
ばやし

林
よ し

喜
お

雄
(1949年10月５日生)

1977年10月
1983年１月
1983年２月

公認会計士登録
公認会計士事務所開設
税理士登録
現在に至る 1,000株

 (重要な兼職の状況)
公認会計士小林喜雄事務所所長
小太郎漢方製薬株式会社社外監査役

補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由

小林喜雄氏は、公認会計士としての豊富な経験により培われた財務・会計に関する高度な専門性並
びに会計士事務所所長としての経営に関する高い見識を当社の監査体制に活かしていただくた
め、引き続き補欠の監査等委員である社外取締役としての選任をお願いするものであります。

(注)１．各補欠の監査等委員である取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．補欠の監査等委員である取締役候補者小林喜雄氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
３．当社と公認会計士小林喜雄事務所及び小太郎漢方製薬株式会社との間に取引関係はありません。
４．小林喜雄氏は、公認会計士として企業会計に精通し、会社経営を統治する十分な見識を有しておられ

ることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
５．当社は、小林喜雄氏が監査等委員である社外取締役に就任された場合、同氏との間で会社法第427条第

１項の規定に基づく会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
当該契約に基づく責任の限度額は、当社定款の定めにより法令が規定する 低責任限度額といたしま
す。

６．当社は、小林喜雄氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合、東京証券取引所の定めに基づく
独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

第５号議案　役員賞与支給の件

　当事業年度末時点の取締役(監査等委員である者を除く。)７名及び監査等

委員である取締役３名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与を

総額5,900千円(取締役(監査等委員である者を除く。)分5,300千円、監査等委

員である取締役分600千円)を支給いたしたいと存じます。

　監査等委員会は、取締役(監査等委員である者を除く。)の賞与に関して、

当事業年度における業務執行状況及び業績等を評価したうえで、妥当である

と判断しております。

　なお、各取締役(監査等委員である者を除く。)及び監査等委員である取締

役に支給する金額は、取締役(監査等委員である者を除く。)については取締

役会に、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議

にご一任願いたいと存じます。

以　上
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株主総会会場ご案内図

交通のご案内

ＪＲ西日本大阪環状線　桃谷駅より徒歩３分

 (お願い) 誠に申し訳ございませんが会場には駐車場設備がございませんので

ご了承くださいますようお知らせ申しあげます。


